
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本 【準備書面(要旨)】 副 長 【準備書面(要旨)】 

●Ａさんがソファーから立ち上がり、駅長室の出入口

に進もうとしたためＢ副長は、右手でＡさんの左肩を

押さえて制止し、席に戻るように指示した。Ａさんは

それでも制止に従わず、なおも出入口に進もうとした

ためＢ副長は右手でＡさんの左肩を押さえることに

加え、左手でＡさんの右腕ないし右腰付近を押さえた

ところ、ＡさんとＢ副長が押し合う状態になり、その

際に、Ａさんが押合いの反動でソファー席にもたれか

かる形で座ることになった。 

■Ａさんはいらだちを抑えることができ

ず、一方的に退室しようとし、出口付近に

立っているＢ副長を押しのけようとした。

Ｂ副長は話し合いを継続しようと、Ａさん

を落ち着かせるためと、強引に退出しよう

とするＡさんを制止するために、右手を自

身の前に出し、Ａさんに掌を向け「座って

下さい。」といいながらソファーに誘導し

た。 

 

 

 

●そこから、Ａさんがソフ

ァー席から立ち上がり、Ｂ

副長がそれを押さえると

いうやりとりが続いたと

ころ、 

 

■これに対しＡさんがＢ副長を押しのけて立ち上がろうとし、その力が

増していったので、Ｂ副長はやむを得ずＡさんの左肩を自身の右手で抑

え、Ａさんの右肩を自身の左手で抑える形となった。 

その後、Ａさん「パワハラですよ」、Ｂ副長「パワハラではなく、今

後の健全な職場運営のための話し合いです。」、Ａさん「（半笑いをしな

がら）パワハラしないでください、触れないでください、助けて―」

と述べた。 

その後もＢ副長がＡさんに触れていないにもかかわらず「パワハラ」

や「助けてー」等の発言を繰り返していた。これに対してＢ副長は健

全な職場運営のための話し合いであることを繰り返し伝え続けた。 

 

 

 

 

 

●Ａさんがさらに強い力を加え、Ｂ副長は、

Ａさんからの有形力の行使により、背中から

地面に叩きつけられた。 

■この状況で、Ａさんは強引に退出するために、怒

りに任せＢ副長を突き飛ばし、Ｂ副長は一瞬空中に

飛ばされる形で床にたたきつけられた。 

●Ｂ副長に首元を押さえつけられたとういう

事実は認められない。 

■Ａさんの強引な退出を「制止」しようとしたもの

であり、Ａさんを「攻撃」しようとしたものでは全

くない。 
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